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衆
議
院
議
員
小
池
政
就
君
提
出
第
三
国
の
民
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舶
の
防
護
に
関
す
る
質
問
に
対
し
、
別
紙
答
弁
書
を
送
付
す
る
。



衆
議
院
議
員
小
池
政
就
君
提
出
第
三
国
の
民
間
船
舶
の
防
護
に
関
す
る
質
問
に
対
す
る
答
弁
書

一
に
つ
い
て

お
尋
ね
に
つ
い
て
は
、
個
別
具
体
的
に
判
断
す
る
必
要
が
あ
り
、
一
概
に
お
答
え
す
る
こ
と
は
困
難
で
あ
る
。

二
に
つ
い
て

お
尋
ね
の
趣
旨
が
必
ず
し
も
明
ら
か
で
は
な
い
が
、
御
指
摘
の
昭
和
五
十
八
年
三
月
十
五
日
の
参
議
院
予
算
委
員
会
に
お

け
る
谷
川
防
衛
庁
長
官
（
当
時
）
の
答
弁
は
、
我
が
国
に
対
す
る
武
力
攻
撃
が
発
生
し
、
我
が
国
が
個
別
的
自
衛
権
を
行
使

し
て
い
る
場
合
に
つ
い
て
述
べ
た
も
の
で
あ
り
、
こ
の
よ
う
な
場
合
に
は
、
我
が
国
を
防
衛
す
る
た
め
、
必
要
な
武
力
を
行

使
す
る
こ
と
が
で
き
る
。


